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市
議
会
の
活
動
に
ご
意
見
く
だ
さ
い

令
和
５
年
度
議
会
モ
ニ
タ
ー
募
集

■
活
動
内
容
…
①
本
会
議
や
委
員
会
の
傍

聴
、
議
会
だ
よ
り
の
閲
覧
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

北
上
市
議
会
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
内
の
コ
ン
テ

ン
ツ
視
聴
な
ど
か
ら
一
つ
以
上
に
取
り
組
み

意
見
を
提
出
②
議
員
と
の
意
見
交
換
を
行
う

モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
参
加

※
報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
任
期
…
委
嘱
日(

６
月
上
旬
予
定)

～
令

和
６
年
５
月
31
日

■
対
象
…
18
歳
以
上(

４
月
１
日
現
在)

で

市
内
に
在
住
し
、
議
会
に
関
心
が
あ
る
人

※
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
議
員
は
応
募

で
き
ま
せ
ん(

経
験
者
を
含
む)

。

■
定
員
…
20
人(

定
員
を
超
え
た
場
合
は
原

則
選
考)

■
申
し
込
み
…
５
月
19
日
㈮
ま
で
に
氏
名
、

住
所
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
メ
ー
ル(

g
i
k
a
i
@

c
i
t
y
.
k
i
t
a
k
a
m
i
.
i
w
a
t
e
.
j
p
)

ま
た
は
電

話
、
直
接
、
フ
ァ
ク
ス(

64-

２
１
２
３)

で

議
会
事
務
局
議
事
課
へ

■
問
い
合
わ
せ
…
議
会
事
務
局
議
事
課
☎

72-

８
２
３
３

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
納
付
や
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の
発
送･

減
免
申
請

　

令
和
５
年
度
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

納

税
通
知
書
を
５
月
10
日
㈬
に
発
送
し
ま
す
。

初
年
度
検
査
か
ら
13
年
を
過
ぎ
る
と
軽
自
動

車(

三
輪･

四
輪)
は
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
の
減
免
申
請

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
人
、

生
計
を
一
に
す
る
人
ま
た
は
介
護
者
が
障
が

い
の
あ
る
人
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車

の
税(

種
別
割)

の
減
免
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。

※
18
歳
以
上(

４
月
１
日
現
在)

で
身
体
に

障
が
い
の
あ
る
人
は
、
本
人
所
有
の
軽
自
動

車
の
み
該
当
し
ま
す
。
な
お
、
県
の
自
動
車

税(

種
別
割)

の
減
免
を
受
け
て
い
る
人
や

福
祉
タ
ク
シ
ー
助
成
券(

短
期
入
所
助
成
券

を
含
む)

の
利
用
者
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
障
が
い
の
等
級
に
よ
っ
て
は
減
免
に

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
必
要
書
類
…
令
和
５
年
度
納
税
通
知
書
、

手
帳(

身
体
障
害
者
、
戦
傷
病
者
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
、
療
育)

、
運
転
免
許
証
、
自

動
車
検
査
証

■
申
請
期
間
…
５
月
10
日
㈬
～
30
日
㈫
に
市

民
税
課
ま
た
は
江
釣
子
・
和
賀
民
生
係
へ

※
公
益
の
た
め
に
専
用
す
る
軽
自
動
車
な
ど

は
５
月
24
日
㈬
ま
で
の
受
け
付
け
と
な
り
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
…
市
民
税
課
☎
72

－

８
２
１
０

市
税
の
納
付
方
法
が
さ
ら
に
便
利
に
な
り
ま
し
た

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
活
用
し
た
納
税

　

本
年
度
か
ら
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

｢

ｅエ

ルＬ-

Ｑ
Ｒ｣

が
印
刷
さ
れ
た
地
方
税
の
納

付
書
で
は
、
各
種
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
決
済
ま
た

は
地
方
税
共
同
機
構
が
運
営
す
る｢

地
方
税

お
支
払
サ
イ
ト｣

で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

払
い
、
全
国
の
対
応
金
融
機
関
な
ど
で
の
納

付
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

■
対
象
税
目
…
市
県
民
税(

普
通
徴
収)

、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

、
国

民
健
康
保
険
税(

普
通
徴
収)

■
支
払
い
方
法
…
各
種
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
決
済
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど

※
利
用
方
法
や
対
応
決
済
ア
プ
リ
、
対
応
金

融
機
関
な
ど
の
詳
細
は
、
地
方
税

お
支
払
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
…
収
納
課
☎
72

－

８
２
５
４

令
和
５
年
春
開
始
接
種
は
、
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
を
有
す
る
人
な
ど
が
対
象
で
す

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
お
知
ら
せ

高
齢
者(

65
歳
以
上)

　

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し

た
65
歳
以
上
の
人
へ
、
接
種
会
場
と
日
時
を
指

定
し
、
順
次
接
種
券
を
発
送
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
か

つ
初
回
接
種(

１･

２
回
目)

が
完
了
し
て
お

り
、
３
回
目
以
降
の
接
種
券
を
お
持
ち
の
人

は
、
そ
の
券
で
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
で
き
ま
す
。
左
下
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド(

イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
サ
イ
ト)

ま
た
は
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー(

☎
０
１
２
０-
１
０
７-

９
３
５)

か

ら
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

基
礎
疾
患
を
有
す
る
人
、
医
療
等
従
事
者

　

５
歳
以
上
64
歳
以
下
の
基
礎
疾
患
な
ど
で

重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
人
、
医
療･

介
護
等
従

事
者
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
接
種
は

５
月
８
日
㈪
か
ら
開
始
し
ま
す
。
４
月
24
日

㈪
か
ら
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
ま
た
は
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
か
ら
接
種
券
発
行
申
請
を
行
っ
た
後
、
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
内
医
療
機
関
等

従
事
者
は
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。予約サイト

接種券
発行申請
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い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
ま
し
ょ
う

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
で
の
緊
急
情
報
伝
達
訓
練

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ｢

き
た
か
み
Ｅ
＆
Ｂ

ｅ
エ
フ
エ
ム(

88
・
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
）」
を
活
用
し
、

災
害
発
生
時
の
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

す
。
訓
練
中
は
、
通
常
放
送
を
緊
急
情
報
に

切
り
替
え
て
放
送
し
ま
す
。

■
訓
練
日
…
６
月
７
日
㈬
、
８
月
23
日
㈬
、
11

月
15
日
㈬
、
令
和
６
年
２
月
９
日
㈮
11
時
こ
ろ

■
放
送
内
容
…｢

こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す｣

と
い
う
音
声
を
３
回
繰
り
返
し

※
防
災
ラ
ジ
オ
は
電
源
を
切
っ
て
い
た
り
、

他
局
を
聞
い
て
い
た
り
す
る
場
合
で
も
自
動

的
に
放
送
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
…
危
機
管
理
課
☎
72-

８
３

０
６

　

新
事
業
を
創
出
す
る
人
を
支
援
す
る
た
め
、

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
事
業
…
新
製
品
ま
た
は
新
サ
ー
ビ
ス

の
開
発
、
新
販
路
の
開
拓
、
６
次
産
業
化
な
ど

■
申
し
込
み
…
北
上
市
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

(

☎
71-

２
１
８
１
、
相
去
町
山
田
２-

35)

ま

た
は
北
上
市
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー(
☎
72-

８

３
１
１
、
本
庁
舎
３
階)

に
事
前
相
談
の
上
、
４

月
26
日
㈬
～
５
月
31
日
㈬
に
申
請
書
を
直
接
ま

た
は
メ
ー
ル(

s
a
n
g
y
o
@
c
i
t
y
.
k
i
t
a
k
a
m
i
.

■対象経費、 補助率など

対象経費 対象者 補助率 補助限度額

・ 指導に係る謝
  金および旅費
・ 開発費
・ 機器設備費
・ 施設整備費
・ 性能検査費
・ 知的財産権関連
　経費
・ 展示会および商
　談会出展経費
・ 広告宣伝費

①市内の中小企業者または年
度内に起業予定の個人

1/2

100 万円

( 千円未満
は切り捨て )

②市内で第１次産業に従事す
る個人もしくは法人、 または
集落営農組織 ( 産地直売所を
運営する農業者なども対象 ) 2/3

①または②を主構成員とする
３者以上で構成するグループ

設
置
前
の
申
請
が
必
要
で
す

北
上
市
住
宅
用
お
ひ
さ
ま
パ
ワ
ー

活
用
設
備
設
置
費
補
助
金

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
と
地
球
温

暖
化
防
止
の
た
め
、
市
内
の
施
工
業
者
を
利

用
し
、
住
宅
に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
と
蓄

電
シ
ス
テ
ム
を
セ
ッ
ト
で
設
置
す
る
人
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す(

未
使
用
品
の
購
入
に

限
る)

。

■
対
象
…
市
内
に
住
所
が
あ
り
対
象
設
備
を

設
置
す
る
住
宅
に
居
住(

見
込
み
を
含
む)

し
、

世
帯
員
を
含
め
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

■
申
込
方
法
…
対
象
設
備
を
設
置
す
る
前
に

申
請
書
に
添
付
書
類
を
添
え
て
、
令
和
６
年
２

月
28
日
㈬
ま
で
に
環
境
政
策
課(

江
釣
子
庁

舎
１
階)

へ

※
令
和
６
年
３
月
末
ま
で
に
対
象
設
備
設
置

完
了(

新
築
の
場
合
は
居
住
も
含
む)

の
上
、

■対象設備と補助額　

設備
区分

補助額
(千円未満切り捨て)

太陽光
発電シ
ステム

【新築】２万円／kW
(上限は19万８千円)
【既築】３万円／kW
(上限は29万７千円)

蓄電シ
ステム

２万円／蓄電容量１kWh
(上限は20万円)

補
助
金
を
請
求
で
き
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

※
申
請
書
は
同
課
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
入
手
で
き
ま
す
。
添
付
書
類
の
詳
細
は
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
…
環
境
政
策
課
☎
72-

８
２

８
１

新
た
な
開
発
や
６
次
産
業
化
に
取
り
組
む
人
を
支
援
し
ま
す

新
事
業
創
出
支
援
事
業
補
助
金

i
w
a
t
e
.
j
p
)

、
郵
送(

０
２
４-

８
５
０
１
住
所

記
載
不
要)

で
産
業
雇
用
支
援
課
へ

※
各
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
事
前
相
談
は
締
め

切
り
の
10
日
前
を
目
途
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
同

課
、
北
上
市
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
で
入
手
で

き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
…
産
業
雇
用
支
援
課
☎
72-

８
２
３
６

令和４年度同補助金の採択事業者


